
大和都市計画生産緑地地区の変更（大和郡山市決定）

都市計画生産緑地地区を次のように変更する。

面 積 備 考

約１３．５６ｈａ 地区数 ８８箇所

理 由

市街化区域内の農地等について、農林漁業と調和した良好な都市環境の形

成に資するため生産緑地地区の指定を平成４年に行ったところであるが、今

回都市計画の変更（市街化区域から市街化調整区域への編入）を行うことに

より生産緑地地区の制限を解除するため。



「新旧対照表」

大和都市計画生産緑地地区の変更（大和郡山市決定）

面 積 備 考

（ 約１３．７７ｈａ）

約１３．５６ｈａ

（地区数 ８９箇所）

地区数 ８８箇所

（ ）内は変更前を示す



Ｓ＝１／１０，０００

総 括 図

６３ 生産緑地削除箇所



計 画 図

凡 例

生産緑地地区

生産緑地削除箇所

Ｓ＝１／２５００



凡 例

用途地域取消区域

地番界

Ｓ＝１：２，５００

用途地域取消
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